
世界的な高等教育園の動向
国境を越えて、戦略的に質保証・学生の双方向交流を促進。①自国の高等教育進学率引き上げ、②自閣の文化に親

和性のある高等教育人口の増、③職業教育の重視、④雇用保証から雇用能力保証へ

日 j DQR(o向島)11欧州:r欧#1高等教育園Jの構築
「ヱラスムス骨十回JIこ基づき、

米国:有力大学が強みを生かして優秀

な留学生を引き寄せ

連邦政府による質保証の強化(1単位

定書量化、卒業・就職率情報提供、通信

教育の州認可厳格化)

4bオパマ政権の高等教育政策

02009年演説:

.2020年までに米国を世界で軍記 』

高等教育卒業率の高い箇に増 f 

.r高等教育卒業者治大構想Jを発表 凸

コミュニティカレッジ卒業者を50075.人

以上繍 1 
02011年 ;成長産業における職業教育

.プログラムを提供するコミュニティヵしッジ

支緩 (4年間で計20億ドル投資)

02013年:予算教書

・産学官遼携による需要の高い分野の人材

を育成するコミュニティカレッジ支援構想の

提案(3年間で80億ドル予算を計上)

場肉の大学側交流を促進

くポローニャ宣言〉

》欧州の大学強化を目指し、高等教育の質保鉦と制

度の共通化

(例)共通の単位互換システム(ECTS)の普及

》職業教育では、 EQF(欧州資格枠組み)、臓象教育

単位制度(ECVETλユーロパス等を繍先

訪欧州減肉の交流の促進

-エラスムス計画による支鍾(EU埠肉受涜} ノ
ヲ

学生:213，お6人

教員:37，776人

予算額:4億1525万立}ロ

(2009/10年度)

{資事ヰ)THE ERASMUS PROGRAMME 2∞9/10A 51嗣 U回 IOverview

「ヱラスムス・ムンドゥスJ

域内外の大学との交流を促進

「チューニング・プロジェクトJ
大学主導の学習プログラムレベルの質向上

ASEAN+3:2012年に第1回
ASEAN+3学長会信の開催
地域資格枠組み(ARQF)の倹討

τ r-田 ・ョ -J--
ASEAN:独自に責保径の枠組み
を後討中(AUN(ASEAN大学連合)
単位互換枠組、 M.I.T等)
- 晶創圃圃M・ 0:" . 

UMAP:標準的な単位換算スキーム

(UCTS)を策定

ASEM:教育大臣会合

2009年;臓業教育における貨の枠組み等の議

諭が決定
2011年:臓集章生育訓練を含む生涯学習の提案

(QF含む)

ユネスコ I 2013年:マレーシア開催

・アジア・太平洋地域における高等教育の資格の認定に関する条約批准への動き i 2015年:ラトピア開催(予定)

・2012年刊ET(..接飽敏育訓練)の取組み ~ 2017年:縛回開催(予定)

|ユネスコ/OECD:f国境を越えて提供される高等教育の質の保証!こ関するガイドラインj

. ~~ 回 ~~~Ð

諸外国は、若年・申高年無業者の増加等の社会背景により、雇用の流動化を促進するため、学位・サーティ
フィケートなどの高等教育資格や職業資格の認証・評価制度を創設。

諸外国の 学 修 の 冨 量 規 度

米国 EU 
1 

英国 オーストラリア 線国

制 National Skill 5tsndard Europ回 nQuali萌cation Quali自cationand Aus廿afoanQual市cati開 C同 ditBank 5ystem 

Ii: 〈全国機業主主能スタンダード} F阻 mewoホ C開 ditFramework Framew。時唱 (学点銀行制〉

(欧州共通貨絡枠組み〉 {単位策絡枠組み} (全閤統一資格基準〉

E自;u主E的銭俄パースtトPナンーダーシドJのプ開発及び利用を
欧州各国の資格倒産を共通の枠組み 一鎚敏宵と厳重量敏宵.後健資格を鎗 中学から大学駿まで、・.敏宵と E事信I!定を隻けた叡宵.

事E
主的 f雇用主団体、 で簡遭づける仕組み.初等中等敏宵か 合した縫合的資格銅度. 普遺書k宵の両方を含む共温翼絡 担在庫修した者などに、学

組合労.者、政府、従象員図体、事k宵 ら高等数宵・専門敏宵・聡.教育なJ!あ 政府~資繕漫与団体.81.段定問 を付与する全国的資格毘定制度. 点uを通して学底思~と

要 割削関等から成る怠象連合〉拘雌. らゆる歓宵.oo.資格巳対応.信人を 体の貨を保琵.1!Iiは民間の寒界団 婁界団体であるISC由明鏡パヴ 学位耳障得の償金聾提供す

各歓宵律関等多様な主体がR!1l. 童書.に思医枠組みを示す.欧州安員会 体泊句贋篇. ケーヲを鏡ヨEし、蔵府・回NVETR る観度.
が簸定. がパッケージ寄毘程する.

裳 国QCF(息依資格枠組み}の仕組み咽11刷局より附Fから移行【怖も→時事的 容考:三益事2合情事tm作成平成n年度全霊童学習指策に関する悶査研究

学校敏宵と職察制車車の目高たりを漫めることを目的1::‘一般教育.，睡象敏宵・銭絵資格の習得鑓易度を貌ー鎗寝{レベル}で表示する制度.

。資格レベルと学技敏賓の対応関係 ・ 。到，.・主主調il事債のイメージ銅{穫後関係資梅・主主傷つ
NQFからの穆行により.従来@レ.-(J"鋳舗に111え、習得にか富、る平淘的学習時間である

GCE .... 

2量綱同炉等調量膏修711穆

GCSE .-賓・7健唱ー

63 

rサイズ』による野備を導入.必要学習時間ザイズの単位低唱制時間=1?レタヲトであり.?レ
ジヲト叡に応じてA踊rdICe酬白血厄'申蜘閣の3段簡に分銅. ・.

出典ーOFQI民 L(h世p:ll'lo岬w.ofqual.g町'.uklh町隅Fを，考に作成

-箇の資

格・鏡獅名
紘一例で

あり.実Eー
には聞各
の資織で
あっても、
包:t鼠厳
実集団体
争地白血に
よっτレペ
J'"サイズ
が異なる.



高等教育進学率の国際比較
・日本の文学進学率iまよ界してきたが.OECD平均に比べると高いとは奮えない。{日本:1995年 31%→ 2000年 40%→ 2010年 51%OECD:62%) 

・非大学型高等教育(短大、高専、専門学校)進学率も合わせると、日本の高等教育進学率はOECD平均並。(日本:78% OECD:79%) 

-非式掌型高等教育健闘t<.掌型高等敏宵よりも修.年限が短〈‘at.に直績結びつ<.実践的.鎗術的及び..鏡鎗に集車を敏ったプログラム.通算事監宵年般はフル事イムで2年以上.
4・太掌型高等敏膏・関.主として理泊中心・研究噂備型プログラムで.樽士服種へ進学したり.高い鏡能を要求される専門的..に従事するのに+分な資格.tt健在修得するもの.

通算敏宵年憶は71レ"イムで3年以上{ー般的には4隼以上.l

19 
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(注)

・このデ一世!こは定書庫よ、留学生の入学者が含まれている.
・アメリカのデータ1ま、『文学書官』と『非~学型jを合計した数値.
・※印lま、 r~巨大学豊富』について、無視できる程度の敏備であるか、分頬に当てはまらない国

出典:OEcorEducationat a Glan偲 2012J

※すべての学校種を網羅しているわけではない。

円ヂヂ均等教育機関 | 
各国の高等教育機関の分類
|大学型高等教育機関 ※学部段階の課程のみ記載 目

学位・称号等

短期大学士

準学士
専門士(2年)

高度専門士(4年)

準学士

修業年隈

2年
5年
1-4年

教育機関・課程

短大
高専

専門学校

学士4年

教育掻簡・聾樟

大学日
本

2年短期大学の一部

士
士
学

学
準

4年
2年

大学

短期大学の一郎

ア
メ
リ
カ

ディプローム(BA)

学士(BA)

各分野におけるよ級・
の州寵定匝等

ファンデーシヨンヂグ
リー
全国高等ディプロマ

全国高等サーティフィ
ケート

3年職業アカデミー士
士

学

学

3年
3年

大学

高等専門学校

ド
イ
ツ

1-3年

プログラム
による

専門学校

大学

高等教育カレッジ

ユエパーシティカレッジ
※いずれも学士E車種以外

継続教育カレッジ

第一学位(学会)3年
文学

高等教育カレッジ

ユニパーシティカレッジ
※いずれも学士課程

イ
ギ
リ
ス

大学技術免許状

中級技術者資格

2年
2年

大学技術短期大学部

リセ付設中級技術者養成謀
程

学士3年大学(学士課程)フ
ラ
ン
ス

専門学士

Z事業証

2-3年

2-3年

専門大学

大学(事科)
専科学校
盟議業技術学院

64 

学士

学士

4-6年

4-5年

大学

大学(本科)

韓
国

中
国
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)
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0
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00
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万
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0
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万
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00
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人
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者
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∞
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年
度
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受
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)
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)
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00
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)
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}
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0
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取
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学校教事警法(抄)
(昭和22年法律第26号〉

第124条第 1条に掲げるもの以外の教育施設
で、職業若しくは実際生活に必要な能力を
育成し、又は教義の向上を図ることを目的
として次の各号に麟当する組織的な教育を
行うもの(当競教育を行うにつき他の法律
に特別の規定があるもの及び我が留に居住

る外国人を専ら対象とするものを除く。
)は、専修学校とする。

1 ~彦業年~Jtが 1 年以上であること。
2 授業時数が文部科学大匿の定める投業時
数以上であること。

3 教育を受ける者が常時40人以上であるこ
と。

第125粂専蜂学校には、高等課程、専肉親韓
又は一般課程を置く。

@ 専イ産学校の高等課程においては、中学校
若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若
しくは中等教育学校の前期課程を修了した
者又は文部科学大臣の定めるところにより
これと同等以上の学力があると認められた
者に対して、中学校における教育の基礎の
上に、心身の発達に応じて前条の教育を行
うものとする。

③ 専修学校の専門課程においては、高等学
校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等
教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の
定めるところによりこれに準ずる学力があ
ると認められた者に対して、高等学校にお
ける教育の基礎の上に、前条の教育を行う
ものとする。

④ 専修学校の一般課程においては、高等課
程又は専門課程の教育以外の前条の教育を
行うものとする。

第126条高等課程を置く専務学校は、高等専
修学校と称することができる。

@ 専門課程を置く専修学校i士、専門学校と
称することができる。

第127条専{産学校i土、国及び地方公共団体の
ほか、次の各号に該当する者でなければ、
設置することができない。

1 専修学校を経営するために必要な経靖的
基礎を有すること。

2 設置者(設置者が法人である場合にあっ
ては、その経営を担当する当該法人の役員
とする。次号において関じ。)が専諺学校
を経営するために必要な知識又は経験を有
すること。

3 設置者が社会的信望を有すること。

67 

第128条専{留学授は、次の各号は掲げる事項
について文部科学大臣の定める基準に適合
していなければならない。

1 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて
置かなければならない教員の数

2 間的、生徒の数又i士課種の撞類に応じて
有しなければならない校地及び校舎の面積
並びにその位置及び環境

3 詩的、生徒の数又は課程の種類に応じて
有しなければならえtい設構

4 目的又は課程の種類iこ応じた教育課程及
び編制の大綱

第129条専修学校には、校長及び相当数の教
員を置かなければならない。

② 専修学校の校長i土、教育に関する識見を
有し、かっ、教育、学構又は文化iこ関する
業務に従事した者でなければならない。

③ 専修学校の教員i立、その担当する教育に
関する専門的な知識又は技能に関し、文部
科学大臣の定める資格を有する者でなけれ
ばならない。

第130条国又は都道府県が設置する専諺学校
を除くほか、専修学校の設罷廃止{高等課
程、専門課糧又は一般課程の設置鹿止を含
む。)、設置者の変更及び冒的の変更i土、
市町村の設置寸る専舘学校にあっては都道
府県の教育委員会、私立の専修学校にあっ
ては都道府県知事の認可を受け設ければな
らない。

② 都道府県の教育委員会又は都道府県知事
は、専修学校の設置(高等課程、専門課韓
又は一般課種の設置を合軒。〉の認可の申
請があったときは、申請の内容が第124条、
第125条及び前3条の基準iこ適合するかどう
かを審査した上で、認可に関する処分をし
なければならない。

③ 前項の規定は、専修学校の設置者の変更
及び闘的の変更の認可の申音警があった場合
について準用する。

@ 都道府県の教育委員会又は都道府県知事
は、第 1項の認可をしない処分をするとき
は、理由を付した書面をもって申請者にそ
の替を通知しなければ訟らない。

第131条圏又は都道府県が設置する専穆学校
を除くほか、専館学校の設龍者は、その設
置する専儲学校の名称、位置又は学期を変
更しようとするときその他政令で定める場
合に骸当するとき拭、市町村の設置する専
修学校にあっては都道府県の教育委員会に、
私立の専修学校にあっては都道府県知事に
届け出なければならない。



第132条専修学校の専門課程〈修業年限が 2
年以上であるニとその他の文部科学大鹿の
定める基準を満たすものに眠る。〉を修了
した者{第56条に規定する者に限る。)は、
文部科学大臣の定めるところにより、大学
に編入学することができる。

第133条第5条、第6来、第9粂から欝14発
まで及び第42条から第44条までの規定は専
修学校に、第105粂の規定は専門課程を置く
専館学校に準照する。

この場合において、第10染中「大学及び
高等専門学校にあっては文部科学大臣に、
大学及び高等専門学校以外の学校にあって
は都道府県知事にJとあるのは f都道府県
知事にJ と、第13条中 f第4条第1項各号
に掲げる学校Jとあるのは「市町村の設置
する専修学校又は私立の専修学校j と、 「
問項各号に定める者j とあるのは f都道府
県の教背番員会又は都道府県知事Jと、開
条第2号中 fその者Jとあるのは「当官京都
道府県の教育委員会又は都道府県知事j と、
第14粂中「大学及び高等専門学校以外の市
町村の設置する学校については都道府県の
教育委員会、大学及び高等専門学校以外の
私立学校については都道府県知事j とある
のは「市町村の設置する専修学校について
は都道府県の教育委員会、私立の専棒学校
については都道府県知事Jと読み替えるも
のとする。

@ 都道府県の教育委員会又は都道府県知事
は、前項においで準用する第13条の規定に
よる処分をするときは、理由を付した書面

もって当該専館学校の設寵者にその皆を
通知しなければならえtい。

第134条第1粂lこ掲げるもの以外のもので、
学校教育に類する教育を行うもの(当競教
育を行うにつき他の法捧に特別の規定があ
るのもの及び第124条iこ規定する専修学校
の教育を行うものを除く。) I土、各韓学校
とする。

@ 鱗4条第 1項、第5条から第7条まで、

第9識から第11染まで、第13染、第14条及
び第42条から第44粂までの規定は、各轍学
校に準用する。この場合において、第4条
第 1項中「次の各号に掲げる学校のl2I分に
応、じ、それぞれ当誠各号に定める者j とあ
るのは f市町村の殻援する各種学校にあっ
ては都道府県の教育委員会、私立lの各機学
校にあっては都道府県知事j と、第10条中

「大学及び高等専門学校にあっては文部科学
大陸に、大学及び高等専門学校以外の学校
にあっては都道府県知事にjとあるのは f都
道府;県知事にj と、第四条中「第4条第 1項
各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設
置する各撞学校又は私立の各撞学校」と、

も8

「間噴各号に定める者Jとあるのは「都道
府県の教育委員会又は都道府県知事j と、
開条第 2号中fその者Jとあるのは「当該都
道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、
第14~最中「大学及び高等専門学校以外の市
町村の設置する学校については都道府県の

教育委員会、大学及び高等専門学校以外の
私立学校については都道府県知事Jとある
のは「市町村の設置する各種学校について
は都道府県の教育委員会、私立の各撞学校
については都道府県知事Jと読み替えるも
のとする。

③ 前項のほか、各積学校に関し必要な事項
i立、文部科学大臣が、これを定める。

く参考>

第1条 この法樟で、学校とは、幼稚顔、小
学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学及び高等専門学校、とす

る。

第5条学校の設置者l士、その設寵する学校
を管理し、法令に特別の定のある場合を除
いては、その学校の経棄を負担する。

第6条 学校においては、授業料を徴収する
ことができる。ただし、国立又は公立の小
学校及び中学校¥中等教育学校の前期課程
又は特別支援学校の小学部及び中学部に
ける義務教育については、これを徴収する
ことができ拾い。

第9条次の各号のいずれかに競当する者は、
校長又は教員となることができない。

1 成年被後見人又は被保佐人
2 禁鋼以上の刑に処せられた者
3 教育職員免許法第10条第 1現第2号又は
第3号に議当することにより先許状がその
効力を:央い、当該失効の日から 3&i三を経過
しない者

4 教育職員先許法第11条第 1項~第3項ま
での規定により免許状取上げの処分を受け、

3年を経過しない者
5 日本国議法施行の詞[昭和 22年5月3
自]以後において、日本国憲法又はその下
に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、又はこ
れに加入した者

第四条私立学校l士、校長を定め、大学及び
高等専門学校にあっては文部科学大距に、
大学及び高等専門学校以外の学校にあって
は都道府県知事に扇け出なければならない。



第11条校長及び教員i土、教育上必要がある
と認めるときは、文部科学大臣の定めると
ころにより、学生、生捷及、び児童に轡戒を

加えることができる。ただし、体罰を加え
ることはできない。

第四条 学校においては、別に法捧で定める
ところにより、幼児、児童、生徒及び学生
並びに職員の健藤の保持増進を図るため、
健藤診断を行い、その他その保鰭に必要な
措置を講じなければならない。

第13条第4条第 1項各号に掲げる学校が次
の各号のいずれかに該当する場合において
は、それぞれ問項各号に定める者i立、当該
学校の閉鎖を命ずることができる。

1 法令の規定に故意に違反したとき
2 法令の規定により、その者がした命令に
違反したとき

3 6箇月以上授業を行わなかったとき

第14条 大学及び高等専門学校以外の市町村
の設置する学校については都道府県の教育
委員会、大学及び高等専門学校以外の私立
学校については都道府県知事は、当核学校
が、設備、授業その他の事項について、法
令の規定又は都道府県の教育委員会若しく
は都道府県知事の定める規程に違反したと
きは、その変更を命ずることができる。

第90条 大学に入学することのできる者は、
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した
者若しくは通常の課程による12年の学校教
育を諺了した者(通常の課程以外の課程に
よりこれに相当する学校教育を修了した者
を含む。〉又は文部科学大臣の定めるとこ
ろにより、これと同等以上の学力があると
認められた者とする。

第42粂小学校は、文部科学大臣の定めると
ころにより当該小学校の教育活動その地の
学校運営の状況について評価を行い、その
結果に基づき学校運営の改善を図るため必
要な措置を講ずることにより、その教育水
準の向上に努めなければならない。

第43条 小学校i土、当該小学校に関する保護
者及び地域住民その他の関保者の理解を探
めるとともに、これらの者との連携及び協
力の推進に資するため、当該小学校の教育
活動その勉の学校運営の状況に関する情報
を積極的に撮供するものとする。

第44条 私立の小学校は、都道府県知事の所
管に属する。
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第105条大学は、文部科学大関の定めるとこ
ろにより、当該大学の学生以外の者を対象
とした特別の課程を編成し、これを修了し
た者に対し、修了の事実を証する証明書を
交付することができる。



毒事鯵学校設霊堂轟韓議
(昭和五十一年文部省令第二号)

学校教育法(昭和二十二年法樟第二十六

号)第八十二条の二、第八十三条の六、第八

十二条の七及び第八十八条の規定に基づき、

専修学校設置基準を次のように定める。

第一章総則(第一条)

第二輩組織編制(第二条一第七条)

第三重量 教育課程等

第一節通則(第八条一第十五条)

第二飾 昼間学科及び夜間等学科の教育

課程等〈第十六条一第十九条)

第三節 単位制による盛間学科及び夜間

等学科の教育課程等(第二十条

一第二十八条)

第四節 通信制の学科の教育課韓等(第

二十九条一第三十)¥粂)

第四主主 教員(第三十九条一第四十三条)

第五章施設及び設備等(第四十四条一第

五十二条)

附良日

第一章総則

(趣旨')

第一条 専修学校は、学校教育法(昭和二十

二年法律第二十六号)その他の法令の規定

によるほか、この省令の定めるところによ

り設置するものとする。

2 この省令で定める設震基準は、専修学校

を設置するのに必要な最借の基準とする

3 専修学校は、この省令で定める設置基準

より低下した状態にならないようにするこ

とはもとより、広く社会の要請に応じ、専

修学校の目的を達成するため多様な分野に

わたり組織的な教育を行うことをその使命

とすることにかんがみ、常にその教育水準

の維持向上に努めなければならなし~

第二重者 組機編制

(教育上の基本組織)

第二条 専修学校の高等課盤、専門課程又は

一般課程には、専修学校の目的に応じた分

野の底分ごとに教育上の基本となる組織

(以下「基本組織」という。)を置くもの

とする。

2 基本組織には、教育上必要な教員組織そ

の他を備え設ければならない。
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(学科)

第三条基本組織にi士、専攻によりー又は二

以上の学科を置くものとする。

2 前項の学科は、専修学校の教育を行うた

め適当な規覆及び内容があると認められる

ものでなければならない。

第四条基本組織には、昼間において授業

う学科(以下 f昼間学科」という。)又

は夜間その他特別な時間においで授業を行

う学科(以下「夜間等学科J という。)を

霞くことができる。

{通信制の学科の設置)

第五条 昼間学科又は夜間等学科を置く基本

組織には、通信による教脊を行う学科(当

該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等

学科と専攻分野を同じくするものに摺る。

以下「通官制の学科j という。)を寵くこ

とができるの

2 通情報IIの学科l土、 μ遇措iこよる教育によっ

て十分な教:宵効果が得られる専攻分野につ

いて置くことができる。

(同時に授業を行う生徒)

第六条 専修学校において、ーの授業科自に

ついて同時に授業を行う生捷数は、四十人

以下とする。ただし、特別の事闘があ号、

かつ、教育上支障のない場合は、この隈り

でない

第七議専修学校において、教育上必要があ

るときは、学年又は学科を異iこする生捷を

合わせて授業を行うことができる。

(授業科目)

第三護者 教育課穣等

第一節遇制

第八条 専{産学校の高等課離においては、中

学校における教育の基礎の上に、心身の発

建iこ応じて専館学校の教育を施すにふさわ

しい捜薬科目安開設しなければならない

2 専鯵学校の専門課髄においては、高等学

校における教育の基礎の上に、探く専門的

な程度において専務学校の教育を施すにふ

さわしい按業科目を開設し設ければならな



3 前項の専門課程の授業科目の開設に当た

っては、畳かな人間性を樋養するよう適切

に配醸しなければならない。

4 専修学校の一般課程においては、その目

的iこ感じて専修学校の教育を摘すにふさわ

しい授業科目を開設し怠ければ語らない

(単位時間〉

第九議 専館学校の授業における一単位時間

は、五十分とすること金標準とする。

(他の専修学校における授業科目の麗能等)

第十条 専蘇学校の高等課程においては、教

育上有益と認めるときは、専修学校の窓め

るところにより、生徒が行う飽の専{疹学校

の高等課程叉は専門課程における授業科自

の履修を、当該高等課程の{慶了に必要な総

授業時数の二分のーを超えない範囲で、当

該高等課韓における授業科目の履諺とみな

すことができる。

2 専修学校の専門課程においては、教育上

有益と認めるときは、専修学校の定めると

ころにより、生徒が行う植の専館学校の専

門課程における授業科自の履修を、当該専

門課穫の修了に必要な総授業時数の二分の

ーを超えない範囲で、当競専門課租におけ

る按業科自の履修とみなすことができる

(専務学校以外の教育施設等における学舘)

第十一条 専修学校の高等課程においては、

教育上有益と認めるときは、専修学校の定

めるところにより、生徒が行う高等学校又

は中等教育学校の後期課程における科目の

履修その他文部科学大臣が別に定める学修

を、当該高等課穣における授業科目の震諺

とみなすことができる。

2 前項により当競高等課程における授業科

自の履修とみなすことができる授業時数は、

前条第一項により当競高等課程における授

業科障の履修とみなす授業時数と合わせて

当言葉高等課程の修了に必要な総授業時数の

二分のーを超えないものとする。

3 専舘学校の専門課程においては、教育上

有益と認めるときは、専修学校の定めると

ころにより、生捷が行う大学又は短期大学

はおける学修その他文部科学大臣が別に定

める学館を、当該専門課程における授業科

目の藤修とみなすことができる。

4 前項により当言葉専門課程における按業科

障の履修とみなすことができる授業時数は、

7'l 

前条第二項により当該専門課程における授

業科目の騒修とみなす授業時数と合わせて

当接専門課程の修了に必要な総授業時数の

二分のーを超えないものとする。

5 第一項及び第二項の規定は、専修学校に

おいて、当該専務学校の高等課題に相当す

る教育を行っていると認めた外国の教育施

設に生誌が留学する場合iこついて、前二寝

の規定は、専修学校において、当該専修学

校の専門課程に相当する教育を行っている

と認めた外国の教育施設に生徒が留学する

場合について、それぞれ準用する。

(入学前の授業科目の履修等)

第十二条 専修学校の高等課穫においては、

教育上有益と認めるときは、専修学校の定

めるところにより、生徒が当該高等課程に

入学する前に行った専修学校の高等課程又

は専門課穫における授業科目の履鯵(第十

五条の規定により行った授業科目の履修を

含む。〉並びに生徒が当該高等課程に入学

する前に行切った前条第一項及び第五項に規

定する学修を、当該高等課程における授業

科自の履僚とみなすことができる。

2 前項により当該高等糠程における授業科

自の履修とみ設すことができる授業時数は、

転学等の場合を除き、主主意表高等課程におい

て履修した授業時数以外のものについては、

第十条第一項並びに前条第一項及び第五項

により当該高等課程における授業科目の履

修とみなす授業時数と合わせて当該高等課

程の修了に必要な総援業時数の二分のーを

超えないものとする。

3 専修学校の専門課穆においては、教育上

有益と認めるときは、専修学校の定めると

ころにより、生徒が当競専門課韓に入学す

る前に行った専修学校の専門課程における

授業科目の履修(第十五議の規定により行

った授業科闘の麗修を含む。)並びに生徒

が当該専門課程に入学する前に行った前条

第三噴及び第五項に規定する学修を、当霊安

専門課程における授業科目の履修とみなす

ことができる。

4 前項により当該専門課程における授業科

自の履修とみなすことができる授業時数は、

転学等の場合を除き、当競専門課程におい

て履修した授業時数以外のものについては、

第十条第二項並びに前条第三項及び第五現

により当競専門課程における授業科目の履

修とみえ主す授業時数と合わせて当該専門課



程の倍了に必要警な総授業時数のこ分のーを

超えないものとする。

(授業の方法)

第十三条 専修学校i士、文部科学大臣が別に

定めるところiこより、捜講を、多機なメデ、

ィアを高度に利用して、当該授業を行う教

室等以外の場所で履{底させることができる0

2 前項の授業の方法による授業科目の履修

は、専修学校の全課程の修了に必要な総援

業時数のうち四分の三を超えないものと

る。

(昼夜間講制)

第十四条 専修学校は、教育上必要と認めら

れる場合には、昼夜間講制〈間一学科にお

いて昼間及び夜間の双方の時間帯において

授業を行うことをいう。)により授業者行

うことができる。

(科目等履鯵生)

第十五議 専修学校i立、専修学校の窓めると

ごろにより、当競専修学校の生徒以外の者

に、当該専修学校において、一文は擁数の

授業科目を履修させることができる。

第二節 昼間学科及び夜間等学科の

教育課程等

(昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

第十六条 昼間学科の援業時数は、一年間に

わたり八百単位時間以上とする。

2 夜間等学科の授業時数は、一年間にわた

り四百五十単位時間以上とする。

{昼間学科及び夜間等学科における全課程の

修了要件〉

第十七条 昼間学科における全課程の鯵了の

要件は、)¥百単位時間に修業年限の年数に

相当する数を乗じて得た操業時数以上の授

業科目を腫{摩することとする。

2 夜間等学科における全課轄の鯵了の要件

は、四百五十単故時間に修業年限の年数を

費量じて持た捜業時数(当該授業時数が八百

単位時間を下図る場合にあっては、八百単

位時間)以上の援業科闘を騒穫することと

る。
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(授業時数の単イ立数への換算)

第十八条 専修学校の高等課穣における生徒

の学館の成果を証する必要がある場合にお

いて、当官業生識が騒悼した授業料自の授業

時数を単位数iこ検算するとき誌、三十五単

位時間をもって一単控とする。

第十九条 専鯵学校の専門課程における生徒・

の学修の成果金証する必要がある場合にお

いて、当該生徒が;額修した援業科目の援業

時数を単位数に換算するときは、四十五時

間の学艇を必襲とする内容の擾業科目を一

単位とすることを諜携とし、専蕗学校の教

育の特性を踏まえつつ、援業の方法に応じ、

当銭授業による教育効果、授業時間外に必

要な学修等を考醸して、次の基準により行

うものとする。

一 講義及び横習については、十五時間から

三十時間までの範囲で専務学校が定める授

業時数をもって一単位とする。

二 実験、実習及び築技については、三十時

間から四十五時間までの範囲で、専修学校が

定める授業時数をもっでー単{立とする。た

だし、芸術等の分野における個人指導によ

る実技の援業については、専修学校が定め

る授業時数をもってー単{立とすることがで

きる。

1 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒

業制作等の授業科自の按業時数については、

これらに必要な学修等を考癒して、単位数

に換算するものとする。

第三節 単位制による昼間学科及び

夜間等学科の教育課程等

(単位制による昼間学科及び夜間等学科の授

業時数)

第二十条第十六条第一項の規定にかかわら

ず、学校教育法施行規制第百八十三条の二

第二項の規定により学年による教育課程の

区分を設けない学科(以下「単位制による

学科Jという。)のうち昼間学科であるも

のの一年間の授業時数は、八百単位、時間以

上であり、かつ、次の各号に掲げる穣糧の

区分に応じ、当該各号iこ定める単位数を諺

得させるために必要な授業時教を下らない

ものとする。

高等課程又は一般課程二十三単位

二専門課穂三十単位



2 第十六条第二項の規定にかかわらず、単

位制による学科のうち夜間等学科であるも

のの一年間の授業時数l士、四百五十単校時

間以上であり、かつ、次の各号に掲げる諜

穣の区分に応じ、当該各号iこ定める単{立数

を{彦樽させるために必要な授業時数を下ら

ないものとする。

一高等課程又は一般課程十三単位

二専門課程十七単位

(多様な授業科目の開設毒事)

第二十一条 単位制による学科を置く専諺学

校においては、専修学校における教育の機

会に対する多様な要請にこたえ、当該専修

学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目

の開設、複数の時間帯又は特定の時期にお

ける讃業の実施その他の措置を講ずるよう

努めるものとする。

(単位の投与)

第二十二条 単位制による学科においては、

ーの授業科闘を履修した生徒に対しでは、

専修学校の定めるところにより、審査、試

験その弛の専棲学校の教育の特性を踏ま

た適切な方法で、学修の成果を評価した上、

単位を与えるものとする。

(各授業科目の単位数〉

第二十三条 単位制による学科における各授

業科自の単位数は、専修学校において定め

るものとする。

2 高等課程又は一般課纏における授業科自

について、前墳の単位数を定めるに当たっ

ては、三十五単位時聞の授業をもってー単

位とする。

3 専門課程における授業科屈について、第

一項の単位、数を定めるに当たっては、一単

位の授業科冒を屈十五時閣の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、

専僚学校の教育の特性を踏まえつつ、授業

の方法にJt;じ、当競授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考躍して、次

の基準により単位数を計算するものとする

一 講義及び護者習については、十五時間から

三十時間までの範闘で専修学校が定める時

間の授業をもってー単能とする。

二 実験、実習及び実技については、三十時

聞から四十五時間までの範囲で専修学校が

定める時間の授業をもってー単位とする。

ただし、芸締等の分野における偶人指導に

73 

よる実技の捜業については、専務学校が定

める時間の授業をもってー単位とすること

ができる。

三 ーの授業科自について、講義若しくは模

習又は実験、実習若しくは実技のうち二以

上の方法の併用により行う場合については、

その組合せにttじ、前こ号に規定する基準

を考慮して専務学校が定める時間の授業を

もってー単位とする。

4 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒

業制作等の授業科目については、これらの

学艇の成果を評価して単位を捜与すること

が適切と認められる場合には、これらに必

要な学修等を考!慈して、単位数を定めるこ

とができる。

(履{留科目の登緑の上眼)

第二十四条 単位制による学科を置く専修学

校は、生徒が各年次にわたって適切に授業

科厨を履鯵するため、単位制による学科に

おける全課程の修了の要件として生徒が蔭

得すべき単柱数について、生徒が一年間又

は一学期に履修する授業科目として登鋳す

ることができる単位数の上限を定めるよう

務めなければならない。

{長期にわたる教育課躍の履修)

第二十五粂 単位鰯による学科を置く専務学

校は、専修学校の定めるところにより、生

徒が、職業を有しでいる等の事情により、

館業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に当該単位制による学科の教育課題を履

修し卒業するニとを希望する皆を申し出た

ときは、その計画的な騒鯵を認めることが

できる。

(単位制による学科を麓く専館学校における

科目等麓修生)

第二十六条 単位制による学科安置く専修学

校においては、第十五条の規定により専務

学校の授業科闘を履修する者〈以下「科目

等履藤生Jという。)tこ対し、多様な教育

の機会の確保について配臆するよう努める

ものとする。

2 高等課程の単{立制による学科を置く専修

学校は、当該単位制による学科の生徒が当

該専修学校iこ入学する前に科目等履修生と

して専修学校の高等課麓又は専門課程にお

ける授業科障を愚修している場合、教育上

有益と認めるときは、当該科目等履修生と



しての績穫を、当該入学した専修学校の高

等諜韓の単位制iこよる学科における操業科

目の履修とみなし、その成果について単位

を与えることができる。

3 専門課程の単位制による学科を置く専管

学校は、当識単位制による学科の生徒が当

該専修学校に入学する前に科目等履藤生と

して専修学校の専門韻種における授業科目

を履修している場合、教育上有益と認める

ときは、当該科・閤等履修生としての履修を、

当該入学した専館学校の専門課程の単位制

による学科における授業科閣の騒修とみな

し、その成果について単位を与えることが

できi る。

(単位制による学科における全課程の修了重要

件)

第二十七条 第十七条第一項の規定にかかわ

らず、単位制による学科のうち昼間学科に

おける全課程の修了の要件i士、当該盤関学

科記修業年眼の年数以上在学し、次の各号

に掲げる課程の区分iこ応じ、当該各号に定

める単位数以上を修得することとする。

一 高等課程.又は一般観組二十三単位に当

該昼間学科の修業年限の年数に相当する数

を乗じて得た単位数

二 専門課韓三十単位iこ当該昼間学科の，修

業年限の年数民相当する数を乗じて得た単

位数

2 第十七条第二壌の規定にかかわらず、単

位制による学科のうち夜間等学科であるも

のにおける全課程の修了の要件は、当該夜

間等学科iこ{農業年限の年数以上在学し、次

の各号iこ掲げる課程の区分に応じ、当該各

号に掲げる単位数以上を修得することとす

る。

一 高等課程又は一般課程十三単位に当言葉

枝問等学科の修業年限の年数に相当する数

を乗じて持た単位数(当競単位数が二十三

単イ立を下困る場合にあっては、二十三単

位)

二専門課程十七単位に当競夜間等学科の

修業年販の年数に相当する数を乗じて得た

単位数(当該単位数が三十単位を下田る場

合にあっては、三十単位)

(単位制による学科に，係る読替え)

第二十八条 単位制による学科に保る第十条

から第十三条までの規定の適用については、

これらの規定中 f捜業時数Jとあるのは
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f単位数Jと、第十条、第十一条第一項及

び第三項並びに第十二条第一噴及び第三項

の規定中 r，履俸とみなすj とあるのは「績

イ賓とみなし、単イ立を与えるj と、第十一条

第二項及び第十二条第二璃の規定中「前項

によりさ当該高等課韓における授業科闘の履

修とみなすJとあるのは「前壊により与え

るj と、第十一条第四;噴及び第十ニ条第四

項の規定中「当該専門課程における投業科

自の履{事とみなす」とあるのは f前項によ

り与える」と、第十二条第二項及び第四壌

の親定中「履鯵したJとあるのは i1!蜜得し

たj と、第十三条第二項の規定中「授業の

方浩による授業科目の麗{劇、とあるの

「授業の方法により修縛する単位数j とす

る。

第四師 通信制の学科の教育課程毒事

(通信制の学科の援業時数)

第二十九条通信制の学科における対面によ

り行う実習、実技、実験、演習又は講義の

援業(以下「対面授業Jという。)の授業

時数は、一年間にわたり百二十単位時隠以

上とする。

(通信、制の学科における授業の方法等)

第三十条通信制の学科における授業は、印

刷教材その他これに準ずる教材を送付又は

指定し、主としてこれらにより学館させる

捜業(以下 f印刷教材等による捜業Jとい

う。)と対面授業との併用により行うもの

とする。

2 通信制の学科においては、前項に掲げる

按撲のほか、第十三条第一項の方法による

投業(以下「遠隔授業Jという己)を加え

て行うことができる。

3 印刷教材等による投業の実施に当たって

は、添削等による指導を併せ行うものとす

る。

第三十一条 通信制の学科における援業は、

定期試験等を含め、年聞を通じて適切に行

うものとする。



(遇措制の学科における融制等のための組織

等)

第三十二条 i断言制の学科を置く専修学校は、

添削等による指導及び教育相談を円滑に処

理するため、適当金組織等を設けるものと

する。

(主たる校地から遠く隔たった場所tこ設けら

れる擁設における指導の体制等)

第三十三条 通信制の学科を置く専倍学校は、

主たる校地から速く開たった場所に面接に

よる指導を行うための施設者設ける場合に

は、主たる校地において指導を行う教員組

織との連携を図りつつ、当該施設における

指導を適切に行うための体制を整えるもの

とする。この場合において、当競縄設は、

主たる校地の所在する都道府県の区域内lこ
置かなければ、ならない。

(授業科目の開設等に関する規定の準用)

第三十四条 第二十一条及が第二十四条から

第二十六条までの規定i士、通信制の学科を

置く専留学校に、第二十二条及び第二十三

条の規定は通信制の学科に準用する。

(印刷教材等による授業料、自の単位数)

第三十五条 通信制の学科における印刷教材

等による授業の授業科目について単位数を

定めるに当たっては、前条において準用す

る第二十三条第二項及び第三項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる課程の区分に

応じ、当官亥各号に定める基準により単{立数

を計算するものとする。

一高等課程又は一般課程三十五時間の学

{惑を必要とする印刷教材等の学修をもって

一単位とする。

二 専門課種 田十五時間の学イ酵を必要とす

る印刷教材等の学修をもってー単位とする。

第三十六条 ーの綬業科自について、印刷教

材等による授業と対面捜業又は遠隅授業と

の併用により行う場合においては、その組

合せに応じ、第三十四識において準用する

第二十三条第二項及び第三項並びに前条に

規定する基準を考慮して、当該按業科目の

単位数を定めるものとする。
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(通信制の学科における全課程の修了要件)

第三十七条 通信制の学科における全課程の

修了の要件は、次の各号のいずれにも該当

することとするの

一 当該通信制の学科に修業年隈の年数以上

在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分

に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数

以上を鯵得すること

イ 高等課程又は一般課程十三単位に当該:

通信制の学科の{車業年限の年数に相当する

数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十

三単位を下回る場合にあっては、二十三単

位〉

ロ 専門課程 十七単位に当言案通信制の学科

の修業年眼の年数:に相当する数を乗じて得

た単位数(当該単位数が三十単位を下回る

場合にあっては、三十単位)

二 百二十単位時間に当該通信制の学科の修

業年限の年数に相当する数を乗じて得た授

業時数以上の対菌授業を履修すること

(通信制の学科に搾る読替え〉

第三十八条 通信詩型jの学科に保る第十条から

第十三条までの規定の適用については、こ

れらの規定中「控業時数」とあるのは「単

位数Jと、第十余、第十一条第一項及び第

三項並びに第十二条第一璃及が第三項の規

定中「履修とみなすJとあるのは「履藤と

みなし、単位を与えるJと、第十一条第二

項及び第十二条第二項の規定中「前項によ

り当該高等課韓における授業科目の履俸と

みなすJとあるのは「前項により与える」

と、第十一条鱒四項及び第十二条第四璃の

規定中「当誤専門課程における授業科目の

麗艇とみなすj とあるのは「前項により与

えるJと、第十二条第二項及び第四項の規

定中「履修したj とあるのは f修得したJ

と、第十三条第二壊の規定中 f授業の方法

による授業科闘の績修j とあるのは f授業

の方法により修樽する単位数j とする。

第四重量 教員

(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専藤学

校の教員数)

第三十九条 昼間学科又は夜間等学科のみを

置く専修学校における教員の数は、別表第

一iこ主主める数以上とする。

2 前項の教員の数の半数以上i士、専佳の教

員(専ら当該専{醇学校における教育に従事



する校長が教員を兼ねる場合にあっては、

当該校長者含む。以下この現及び次条第二

項において問じ。)でなければならない。

ただし、当官素専佳の教員の数l士、三人を下

ることができない。

(通摺制の学科を置く専楼学校の教員数)

第四十条 通信制の学科を寵く専修学校にお

ける教員の数は、別還を第一位定める数と思IJ

表第三に定める数と金合計した数以上とす

る。

2 前項の教員の数の半数以上は専佳の教員

でなければならない。ただし、当骸専任の

教員の数は三人を下ることができない。

(教員の資格)

第四十一条 専修学校の専門課程の教員は、

次の各号のーに該当する者でその担当する

教育に関し、専門的な知識、技術、技能等

を有するものでなければならない。

一 専修学校の専門課程を藤了した後、学校、

専館学校、各種学校、研究所、病院、工場

等{以下「学校、研究所等j という。)に

おいてその担当する教育に関する教育、 j研

究又は技術に関する業務に従事した者であ

って、当該専門課程の修業年隈と当該業務

に従事した期間とを通算して六年以上とな

る者

二 学士の学位を有する齢者にあっては二年以

上、盟期大学士の学位又は準学士の称号を

る者にあっては四年以上、学校、親究

所等においてその担当する教育に関する教

育、研究又は技締に関する業務に従事した

者

三 高等学校(中等教背学校の後期課程告と合

む。)において二年以上主幹教諭、指導教

論文は教諭の経験のある者

四 イ富士の学位又は学位規則 (昭和三十八年

文部省令第九号)第五条のこに規定する専

門職学位を有する者

五特定の分野に1ついて、特に優れた知識、

技術、技能及び経験を有する者

六 その他前各号に掲げる者と開等以上の能

カがあると認められる者

第四十二条 :専修学校の高等諜韓の教員は、

次の各号のーに該当する者でその担当する

教育に関し、専門的な知識、技術、技能等

を有するものでなければならない。

一 前委長各号のーに宮家当する者
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二 専{車学校の専門課程を修了した後、学校、

研究所等においてその担当する教育に関す

る教育、研究又は技締に関する業務に能事

した者であって、当該専門課程の修業年限

と当該業務に従事した期間とを通算して四

年以上となる者

三短期大学士の学位又は準学士の称号を有

する者で、二年以上、学校、研究所等にお

いてその担当する教育に関する教育、研究

又は技術に関する業務に従事した者

四 学士の学位者有する者

五 その飽前各号に掲げる者と開等以上の能

カがあると認められる者

第四十三条専修学校の一般課程の教員i士、

次の各号のーに該当する者でその担当す偽る

教育に関し、専門的な知識、技術、技能等

を有するものでなければならない。

一 前二条各号のーに該当する者

二 高等学校又は中等教育学校卒業後、四年

以上、学校、研究所等においてその担当

る教育に関する教育、研究又は技櫛に関す

る業務に従事した者

三 その他前各号lこ掲げる者と開等以上の能

カがあると認められる者

第五章施設及び設備等

(位置及び環境〉

第四十四条 専館学校の校地及て，.校舎の位置

及び環境は、教育上及び縄鱒衛生上適切訟

もので、なければならない。

(校地等)

第四十五条 専修学校は、次粂iこ定める校舎

等を保有するに1記、要な面積の校地を繍えな

ければならない。

2 専修学校i立、前項の校地のほか、目的に

~じ、運動場その飽必要な施設の用地を繍

えなければならない。

(校舎等)

第四十六議 専修学校の校舎には、目的、生

縄数又は課程にþt~ じ、教室(講義室、瀦習
輩、主題習鑑等とする。)、教員護、事務襲

その他必要な附帯施設を備えなければなら

ない。

2 専修学校の校舎には、前項の描設のほか、

なるべく図書室、保鰭輩、教員研究室等を

備えるものとする。



3 専修学校は、毘的に応じ、案習場その飽

の必要な錨設を確保しなければならない。

(昼間学科又昨夜間等学科のみを置く専修学

校の校舎の面積)

第四十七条 昼間学科又は夜間等学科のみを

置く専修学校の校舎の面積は、 Eたの各号に

定める区分に応じ、当官実各号に定める面積

以上とする。ただし、地域の実態その他に

より特別の事情があり、かつ、教育上支樟

がない場合は、この限りでない。

ー ーの課程のみを置く専修学校で当誠課程

にーの分野についてのみ学科を霞くもの

思fJ表第二イの表により算定した面積

ニ ーの課程のみを置く専修学校で当該課穆

にこ以上の分野について学科を置くもの又

は二若しくは三の課程を置く専修学校で、

当該課程にそれぞれー若しくは二以上の分

野について学科を置くもの 次のイ及びロ

に掲げる面積を合計した面積

イ これらの課程ごとの分野のうち別表第二

イの表第四欄の生徒総定員四十人までの面

積が最大となるいずれかーの分野に wついて

開表により算定した面構

ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分

野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロ

の表により算定した面積を合計しだ面積

(通f言制の学科を置く専修学校の校舎等)

第四十八条通信制の学科を置く専修学校l士、

目的、生徒数又は課程に応じ、当官案通信制

の学科に係る第四十六条各項に規定する施

設を備えるほか、特に諸宗削等による指導並

びに印刷教材等の保管及び発迭のための施

設について、教育に支障のないようにする

ものとする。

2 通信制の学科を置く専修学校の校舎の面

積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等

学科の校舎について前条の規定に準じて算

定した面積と、当競専修学校の通{言制の学

科の校舎について次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める面積とを合計した

面積以上とする。ただし、地域の実態その

他により特別の事情があり、かつ、教育上

支障がない場合は、この限りでない。

ー ーの課程にーの分野についてのみ通信制

の学科を置くもの 別表第四イの表により

算定した面積

二 ーの課程に二以上の分野について通信制

の学科を置くもの又は二若しくは三の課程
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にそれぞ、れー若しくはニ以上の分野につい

て通信制の学科を撞くもの 次のイ及びロ

に掲げる商績を合計した菌穣

イ これらの課程ごとの分野のうち別表第四

イの表第四欄の~生徒総定員八十人までの面

積が最大となるいずれかーの分野について

問表により算定した面積

ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分

野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロ

の表により算定した面積を合計した面積

(設備)

第四十九条 専修学校は、闘的、生徒数又は

課轄に応じ、必要企種類及び数の機械、器

具、標本、図書その他の設備を備えなけれ

ばならない。

第五十条 夜間において授業を行う専鯵学校

l立、適当な照明設舗を備えなければi;r.らな

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第五十一条 専修学校は、特別の事情があり、

かっ、教育上及び安全上支障がない場合は、

他の学校等の施設及び設備を能用すること

ができる。

(名称)

第五十二粂専修学校の名称i立、専修学校と

して適当であるとともに、当該専修学校の

自的にふさわしいものでなければならない。

附則

1 この省令段、昭和玉十一年一月十一日か

ら施行する 0

2 この省令の施行の際、現に設置されてい

る各種学校が、昭和五十六年三月三十一日

までの聞に、高等課程、専門課程又は一般

課程の設置の認可を受けることにより専修

学校となる場合(以下 f課程の蕗可iこより

昭和五十六年三月三十一日までに専修学校

となる場合」という。)において、当該専

修学校の生徒総定員が四十人であり、かっ、

第十条第二項ただし審に規定する専任の教

員の数により難い特別の事由があるときは、

問項ただし蓄の規定にかかわらず、当該専

修学校の専佳の教員の数を二人とすること

ができる。

3 課程の認可により昭和五十六年三月三十

一日までに専鯵学校となる場合において、



第十一条から第十三条までに規定する教員

の資格により難い特別の事由があるときは、

これらの規定にかかわらず¥この省令の施

行の日に当議案審種学校の教員として在職す

る者で当該各議学校が専修学校と、なる日の

前日まで引き続き在職するものは、その担

当する教育に関する経験年数等に応じこれ

らの規定の各号に掲げる者i乙準ずる能力が

あると監督庁が認めたときは、専修学校の

教員となることができる。

4 課程の認可により昭和五十六年三月三十

一日までに専修学校となる場合において、

第十七条に規定する専修学校の校舎の面積

により難い特別の事由があるときは、開条

の規定の適用については、別表第二イのヨ豊

中 f260J とあるのは r230J と、 f200J と

あるのは i180J と、 1-130J とあるのは

f117 Jとする。

附則

この省令は、平成六年七月一日から施行す

Q 。
附則

1 この省令は、平成十一年四月一日から施

行する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則

(施行期的

第一条 この省令l士、内閣?去の一部を改正す

る語体(平成十一年法樟第八十八号)の擁

行の日(平成十三年に一月六日〉から施行す

る。

附員u
この省令i士、平成十四伴四月一日から施行

する。

附員り

この省令は、平成十五年四月一日から施行

する。

附則

この省令i士、平成十六年六月二十一日から

施行する。

附則

この省令は、平成十八年十二月こ十六日か

ら施行する。
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附則

この省令i土、平成二十四年臨月一日から

施行する。



別表第一昼間学科又は夜間等学科に棒、る教員数(第三十九条関部)

課程の区分 学科の属する分野の区分 学科の属する分野ごとの 教員数

生徒総定員の区分

高等課程又は専門課程 工業関係、農業関係、医 八十人まで 3 

療関係、衛生関係又は教 八十一人から二百人まで 3 + { (生徒総定員-8
育・社会福祉関係 0) -:-4 O} 

二百一人から六百人まで 6十{(生徒総定員一 2

00) -:-501 

六百一人以上 14+ { (生徒総定員一

600) -:-60} 

商業実務関係、服飾。家 八十人まで 3 

政関係又は文化・教義隠 八十一人から二百人まで 3 + { (生徒総定員-8
係、 。)-:-40} 

二百一人から四百人まで 6 + { (生徒総定員-2

。0)-:-50} 

四百一人以上 10+ { (生徒総定員一

400) -:-60) 

一般課程 工業関係、農業関係、 Eま 八十人まで 3 

療関係、衛生関係、教育 八十一人から二百人まで 3 +-{ (生徒総定員-8
-社会福祉関係、商業実 。)-:-40} 
務関係、服飾・家政関係

二百一人以上 6 + { (生徒総定員-2
又は文化@教主義関係 。0)-:-60} 

L一一ーーー一一ー

備考

一 この衰の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員

をいう。

二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよ

う、相当数の教員を増員するものと

イ 塁間学科と夜間等学科とを静せ置く場合

ロ 第十五条の規定により当該専修学校の生徒以外の者で当該専修学校の一文

は複数の按業科闘を騒修する者(以下「科閤等騒館主主j という。)その他の

生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れ

る場合
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別表第二 昼間学科又は夜間等学科に保る校舎酪犠(第四十七条関替、)

イ 基準校舎面積の表

線程の区分 学科の属する分野の区分 学科のE認する分野ごとの主主 菌検{平方メートル)

後総定員の{区:分

高等課程又は専門課程 ヱ幾関係、藤業関係、医療 四十人まで 260 

関係、衛生関係又は教育・ 四十一人以上 260+3. OX (生徒総

社会梅幸ll:関係 定員ヶ 40)

商業実務関係、服飾。家政|四十人まで 200 

関係又は文化・教義関係 四十一人以上 200+2. 5X (生徒総

定員-40)

一般課程 工業関係、農業関係、医療 四十人まで 130 

隣係、衛生関係又i立教育 e 四十一人以上 130+2. 5x (生徒総
社会福祉関係、 定員--40) 

ト一一一一一一一一一
商業実務関係、服飾‘家政 四十人まで 130 

関係、又は文化・教義関係 関十一人以上 130十 2. 3 x (生徒総

定員一 40)

備考

この衰の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生捷総定員

をいう。(ロの表において同じ。)

二 科自等履修生その他の生徒以外の者を学科の顧する分野ごとの生捷総定員を

超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積

を増加するものとする。(ロのきをにおいて同じ。)

ロ 加算校舎面積の表

課程の区分 学科の綴する分野の区分 学科の潟寸る分野ごとの生 面積(平方メートル〕

後総定員の区分

高等課程又は専門課程 工業関係、農業関係、医療 四十人まで

関係、衛生関係又は教育・ 四十一人以上 180+3. OX (生徒総
社会複祉関係 定員一 40)

商業笑務関係、服飾・家政 四十人設で 140 

関係又は文化 i数奇襲関係 四十一人以上 140+2句 5x (生徒総

定員-40)

一般課程 ヱ楽隣係、農業関係、医療 四十人まで 110 

関係、衛生関係、又は教育。 四十一人以上 110+2略 5 (生徒総定
社会福祉関係 員一 40)

商業実務関係、服飾剛家主主 四十人まで 100 

関係又は文化@教事長関係 四十一人以上 100十 2. 3 X (生徒総

定員一 40)
一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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別表第三通信制の学科に停る教員数(第四十条関係)

課程の区分 学科の属する分野の区分 学科の属する分野ごとの 教員数

生徒総定員の区分

高等線縫:J<.I主導内総務 工業関係、藤業関係、医療 八十人まで 3 

関係、衛生関係又は教育 e 八十一人から二百人まで 3 + ( (生徒総定員-8
社会福祉関係 。)/60) 

二百一人から八百人まで 5十((生徒総定員-2

00) /75) 

八百一人から千七百人ま 3 + ( (生徒総定員-8

で 00)/90) 

千七百一人以上 3十((生徒総定員-1

700) /105) 

商業実務関係、服飾@家政 八十人まで 3 

関係又は文化・教義関係 八十一人から二百人まで 3十((生徒総定員-8

。)/60) 
トーー

二百一人から六百五十人 5 + ( (生徒総定員-2

まで 。0)/75) 

六百五十一人から千三百 1 1 + ( (生徒総定員一

七十人まで 650)/90) 

千三百七十一人以、上 1 9十((生徒総定員一

1370)/105) 

一般課程 工業関係、農業関係、医療 八十人まで 3 

備考

関係、衛生関係、教育闘争上 八十一人から二百人まで 3 + ( (生徒総定員一8
会福祉関係、商業実務関 。)/60) 
係、服飾・家政関係、又は文

二百一人から千百人まで 5十((生徒総定員-2
化・教義関係

00) /90) 

千百一人以上 15十((生徒総定員一

1100)/105) 

この衰の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員

をいう。

二 次に掲げる場合のいずれかに鱗当する場合においては、教育に支障のないよ

う、相当数の教員を増員するものとする。

イ 科闘等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員

を趨えて相当数受け入れる場合

ロ 主たる校地から遠く隔った場所に面主義による指導を行うための施設を設け

る場合
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別表第閤 通信制の学科の校舎に鋳る校舎面積(第四十八条関保)

イ 基礎校舎面積の表

課程の区分 通信制の学科の属する分野 返信制の学科の属する分聖子 面積(平方メ}トル)

の区分 ごとの生後総定員の区分

高等課程又は専門課程 工業関係、農業関係、医療 八十人まで 260 

関係、衛生関係、又は教育・ 八十一人以上 260+1. 8x (生徒総
社会福祉関係 定員-80)

商業主導務関係、服飾・語家政 八十人まで 200 

関係又は文化⑮事主義関係 八十一人以上 200+1. 5X (生徒総

定員-80)

一鍛錬稜 工業関係、産量業関係、 Eま療 八十人まで 130 

関係、衛生関係又は教育 a 八十一人以上 130ート1. 5 x (生徒総
社会福祉関係 定員~8 0) 

商業実務関係、服飾。家政 八十人まで 130 

関係又は文化。教義関係 入ト一人以上 130+1. 4x (生徒総

定員-80)

備考

この衰の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生捷総定員

をいう。(ロのき受において同じ。)

二 次に掲げる場合のいずれかに該当する:場合においては、教育に支障のないよ

う、相当の面積を増加するものとするο (ロの設において同じ。)

イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ご、との生雄総定員

金超えて相当数受け入れる場合

ロ 主たる校地から速く踊った場所iこ商接による指導を行うための施設を設け

る場合

ロ 加算校舎面積の表

課程の区分 通信制の学科の属する分野 i癒信俗lのさ学科の』認する分野 面積(平方メートノレ)

の区分 ごとの生徒総定員の区分

高等課程又は専門課程 工業関係、農業関係、医療 八十人まで 180 

関係、衛生関係又は教育' 八十一人以上 180+L 8x (生徒総
社会福祉関係 定員-80)

商業実務関係、服飾。家政 八十人設で 140 

関係又は文化・数接関係 八十一人以上 140十L 5 X (生徒総

定員-80)

一般課程 工業関係、農業関係、医療 八十人まで 110 

関係、衛生関係又は教育・ 八十一人以上 110十1. 5 x (生徒総
社会福祉関係 定員--80)

商業実務関係、服飾・家政 八十人まで

関係又は文化・教義関係 八十一人以上 100+1. 4x (生徒

定員-80)

附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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耳事構響機撃事院議事時番響機鱒髄院臨する議犠親露

{学桟評f謹密評価結果的金書量}

事学校教腎去最

第42条 小学校l士、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他4の学

校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な

措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

→ 専務学校/各種学校へ準用[第133条/第134条第2項]

噂学校教事事法櫨行規制

第66条 小学校i土、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を

行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適a切な項目を設定して

行うものとする。

第67条 小学校i士、前条第一頃の規定による評イ屈の結果を踏まえた当該小学校の児童の保

護者その他の当該小学校の関報者(当該小学校の職員を除く。)による評舗を行い、その

結果を公表するよう努めるものとする。

→ 専{密学校/各種学校へ準用[第189粂/第190粂]

毒事鱒離犠縛起草器材.r，1督署覇盛審議院麟す遺品議噛観音霊
{学校選醤状j克(J)公開}

鶴学校教商法

第43条 小学校は、当核小学校に関する保護者及び地域住民その飽の関係者の理解を深め

るとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動

その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

→ 専修学校/各種学校へ準用[第133条/第134粂第2項]

〔尉務擁護等の公表}

番勝私立学校法

(財産自録等の備付け及び関覧)

第47条 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財麗目録、貸借対照表晶、収支計算書

及び事業報告書を作成しなければならない。

2 学技法人は、前項の蕃類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第

四号において「財産自錬等j という。)を各事務所に備えて置き、当競学校法人の設置

する私立学校に在学する者その他の利害関部人から議求があった場合には、正当な理由

がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければ年らない。

→ 準学校法人へ準用[第64条第5項]
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大尊重警警はお野馨i督署襲重量鱒院闘する譲噛講義癒

構学校教背法

第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活

動の状祝を公表するものとする。

高等専門学校へ準用[第123粂]守ベ予

桜村22.6. 15i:iSt:iE→新設、 H23.4.1路行

第172条の2大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

大学の教育研究上の目的に関すること

教育研究上の基本組織に関すること

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及て蹴職者数その他進学及び就職時の状況に関すること

操業科目、捜業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

学修の成果iこ:保る評髄及び卒業又は{露了の認定に当たっての基準に関すること

校地、校舎等の踊設及び設備その他の学生の教育研究鐸境に関すること

授業料、入学料その他の大学が撤収する費用に関すること

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に保る支援に関すること

2 大学は、前璃各号に掲げる事項のほか、教育上の関的に応じ学生が棒得すべき知識及び

能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

第1壌の規定による情報の公表l土、適切な体制を整えた上で、刊行物への搭載、インタ

ーネットの利用その他広く周知者図ることができる方訟によって行うものとする。

事学校教帯法雄行錦襲Ij

玉

一
一一一

--'一。
/、、

七

八

九d

国

3 

高等専門学校へ準用[第179条]開甫→

畿大学識麓基準

第2条 大学i立、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に闘する目的その他の教育研究

上の目的を学期等に定めるものとする。

第2条の2 入学者の選抜は、公正か 4つ3妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものと

する。

第25粂の2 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年閣の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。

2 大学l立、学館の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確

保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当言葉基準にした

って適切iこ行うものとする。
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悪事鱗学校の専門課離の争奪了者iこ対する専門士設び高盤専門士的称時的付与lこ関する錦穣

(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号〉

(目的)

第一条 この規程は、専{宮学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専 門課程の修

了者に対し専門土JZI立高度専門土の称号を付与することにより、その修了者の社会的苦手舗の向上を圏り、もって

生涯学習の振興に資することを目的とする。

(専門士の称号)

第二条 学校教育法(昭和二十二年賭樟第二十六号)第富二十四条に規定ナる専修学校の開法第百二十五条第一

項に規定する専門課韓(故粂において「専棲学校専門課程」という。)の課程マ、次に 掲げる要件を満たすと

文部科学大臣が認めるものを棒了した者i立、専門土と称することができる。

{摩業年限が二年以上であること。

ニ 全課程の棒了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の匹分に応じ、開表下欄iこ掲限るものであること。

学科の区分
け

マ喪件

専管学校設置基準(昭和五十一年 学校教育法施行規則(昭和二ト二 全課程の修了に必要な総授業時数

文部省令第二号)第四識に規定する 年文部省令第十一号)第百八十三 が千七百単位時間以上であること。

昼間学科又は夜間等学科(次条第二 条の二第二項の規定により学年に

号の表において単に「昼間学科又は よる教育課程の区分を設けない学

夜間等学科」とい 科(以下この表及び次条第二号の表

う。) において「単位制による学科」とい

う。)であるもの以外のもの

単位制による学科であるもの 全課程の{彦了に必要な総単位数が

専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の 六十二単位以上であること。

表において単に「通信制の学科」とし

ニ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。

四 次条の規定により認められた課程でないこと。

(高度専門土の称号)

第三発 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大庄が認めるものを舘了した者は、高度

専門土と称することができる。

修業年眼が四年以上であること。

二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科のIR分iこ応じ、間表下欄に掲げるものであること。

学科の底分 要件

昼間学科又は夜間等学科 単位制による学科であるもの以 全課程の修了に必要な総捜業時数

外のもの が三千盟百単位時間以上であること

。

単位制による学科であるもの 全課程の修了に必要な総単位数が百

通信制の学科 二十四単位以上であること。

二体議的に教育課程が編成されていること。

四 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。

(告支持〉

第四粂 文部科学大臣は、前二条の規定により認めた課程を官報で告示する。課穫の名称に変更のあったときも、

問様とする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により告示した課程について、廃止されたとき又は第二条各号A若しくは前条各号

に揚げる要件に適合しなくなったと認、めたときは、その留を官報で告示する。
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大学ι:大学院入学畿格殺び大学繍入学資格!こ関する法令親躍

。大学入学資格i二関する法令親京電
i学校教育法脇行規劇1

第150条 学校教管法務九十条第一項の規定により、主主J主主;足盟主、高等学校を卒業し
た者と開等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であること?その他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに眼る。)で文部科学大堅が別に指定するものを文部科学大臣が
定める日以後に修了した者

波大学入学資格の要件
a. ..~車業年限3年以上
b.卒業に必饗な総授業時数2590単位時間(又は74単位)以上

[大学入学資格に探る専修学校高等課程の指定に関する主義擁事項(抜粋)] 
各課程においては、以下の点にも十分に留意すること。
①中学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、基本的な普通教育に配慮レつつ、職

業苦しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教義の向上を閣ることを間的とした
教育を行うものと認められる専修学校高等課程であること。

②卒業に必要な普通科目についての総授業時数は、 420単故時間 (12単位)以上である
こじただし、 105単位時間 (3単位)まで、は、教義科目で代替することができること0

9普通科目とは、高等学校学習指導要領に示す「国語J、 「地理歴史」、 「公民J、
「数学」、 「理科」又は「外国語j の各教科の自壌に即した内容を有する科目とする
こと。

@教義科自とは、専門科目又は@に掲げる普通科目以外の科毘で一般的な教義の向上又
は心身の発達を図ることを目的とした内容を有する科目とし、例えば、芸術(美術、
音楽、書道茶華道など)、保健&体育、家庭、礼犠@作法などがこれに該当すること。

⑤@に掲げる普通科自を担当する教員の相当数が、高等学校の普通免許状を所有してい
ることが望ましいこと。

。太君静観4実襲撃雪機iこ最悪する法令親まを
r学校教育法施行規制}

第155粂 学校教育法第九十{条第二項又は第百二条第一項本文の規定により~主笠

{箆遡主主主盤三。以下この項におれて閉じ。)全霊盈設茎i主本堂臨ネ詑ム笠i込盟よι大学
を卒業した者と関等以上め学力があるしと認められる者は、次的各勢のいずれかi之宮哀Jずる
者とする。ただし、 J 第七号及び第八号?については、大学院への入学に繰る

五 専修学校の専門課程{修業年j壌が四年以上であることその飽の
る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別
定める日以後に修了し

線 大学院入学資格の要件
( a.修業年限4年以上
i b@課程の修了に必要な総授業時数3400単位時間(又は124単位)以上
I C. 体系的に教育課程が編成されていること
I d.試験等iとより成績評価安行いドその評舗に基づいて課程修了
L いること

。大学編入学資格{こ関する法令規定
i学校教宵法}

鰐132条 車修学校の専問課程亡(修業年臓が二年以上であることその他の文部科学大臣の
定める基準を満たすものに隈るミ)彰修了じた者(第九十条第一墳に鰭援する者lど般紙
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができるミ
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.社会人等の多様な掌習ニーズへの対応

産業・就業事荷造の変化に伴い、社会人においては、自分自身でスキルアップやキャリア変更

を行うことを求められる場面が増加。学習の時間や場所に制約を受けることが多い社会人が、

働きながら学習しやすくなるよう、多様な学習スタイルに係る環境整備が必要。

:...墨盤盛IH22_6_18・・後室1 : 
:専修学校への単位制・通信制の導入

iし.

・短期教育プログラムの積み上げ・単位制導入による体系的な学習成果の評

血盟盤進

:.申受.鐙量奮..企司答JIII
: r今後の掌鐘に劃するキャリア盤育・...育

! の在り方についτJ(H23.1.311 
専修学校の現行制度lま、1年以よの授業時数制・学生手術jの教育課程を基本。学習者の多様

なニーズに応えるため、短期教育プログラム積み上げ方式の教育や、これらの教育の体系的
j:社会人等の多様な学習者のライフスタイルに ; 
l却した教育環境の霊備を図る観点から、
: r単位制学科J，r通信制学科jの制度化を期待 1

1・.修豊島控鍾曹の盤.方鐙・に回する圃壷 1 

皇室生劃 1 覇軍E組告(H23.31

専修学校は必ず1年間を通して800時間以上の授業を開設し、学習者lま各学年ごとに諜

程の修了認定を受けなければならず、社会人等が仕容と学習を商立させることが困録。

i多様な学習者のニーズに応じた学習機会の鑓 l
L供に向け、通信動j・単位制の教育の制度化 ; 

金通整劃
通信制が制度化されていない専修学校では、座学による講穫であっても、印刷教材、視聴

覚教材の送付・添削等による方法で行うことが認められていない。 。自己のペースに合った

学習スタイルを求める社

会人等のニーズに、応え

ることができていない。
※国家資格者養成課程の中には、既に通信市lの教育が認められているものもある(理容師・

美容師、製薬衛生師など)が、専修学校で行う場合は非正規の課程として取扱い。
→非正規課程であるため「修了者に大学等への入学資格が認められないj 、 「奨学金等

の生徒への就学補助も対象外Jなどの現状がある。

週血 a ー

『単位制による教育 l巷制度化
→学年による教育課程の区分を設けず、自己のペースで短期教育プログラムの単位の積み上げにより、

専修学校の正規課程を修了する学習スタイルを構築。

『通信制の教育1を制度化
→学びたい時間に学べる場所で学習することができる印刷教材等による授業の実施が可能。

施行日 1 H24年4月1日

| 専修学校における単位帝|ト通信制の制度化 (その2
単位制の主なポイント

園田B霊冨冨覆察室電軍軍軍璽_-1_学校教育塗施行規則

第百八十三条のニ嗣係

教育よ有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を殴けず、各
学年の課程の修了の認定を行わないことが可能。
→単位告1)による学科の重量置が可能向

専修学校位置&司直

園開園曙富田恒鴎居間軍軍軍曹置躍蓮- 館二十七条関係

・高等課程・一般課程=23単位 [13単位1x修業年限
・専門課程 = 30単位 [17単位1x修業年限1]肉は夜間等

※従来.尊修学校の鐙業時数l土.1年当ト~J800時間以ょとしでいt:-こ土事踏主主.

単位和l滋入による隼ねの得業除勧:t800単位時間以上!夜間 450単位時間1の

鐙皇乏盟盤ι

(単位時間・1コマの授業に当てられる時間で、専修学校については50分を標準
とする)

-E曙彊寓蓮司言冒躍璽躍瓢・
専修学校陵置&lJ

第二十三条関係

-高等課程・一般諜程
35単位時間の授業をもって1単位

.専門繰程

45時間の学修を必要とする肉容をもって構成することを標準とし、専修学
校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、教育効果、授業時間外
の学修等を考慮して次の基傘で計算
| 畿・演習 : 15-30時閉までの範囲で学校が定める時間をもって1単位 ! 
l実厳・実習等:30-45時間までの範翻で学校が定める時閣をもって1単位 等|

.修学後段置&皐

圃彊蓋盟盟国璽霊童霊霊園圏・ 'R二十五条関係

職業を有する生徒等が、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
に教育課程を贋修し卒業することを希望する場合、 長期にわたる計画的
な履修を認めることが可能。

園署翠盟E冨富国軍置冨誼露軍E
専修学校銭竃事臨場

鱒二十六象関係

専修学校の生徒以外の者が、専修学校の正規課程の授業科目を履修
し、後に専修学校の単位和jによる学科に入学した場合、 入学前に修得し
た単位を当該専修学校の単位とみなし、その単位を付与することが可能。

通信制の主なポイント

専修学技殴霞‘lJ

圃園町隠1I圏細菌盟観"輔副・・・ 第五象闘保

専修学校には、通信による教育を行う学科(通信制の学科)を置くことができ
る。通信和jの学科を新たに&置する場合は、 所事事庁の認可を要する。

;I・昼間学科又は夜間等学科{通学制の学科)を既に置く学校であること
i要件:1・通信和lの学科における教育iま、既に設置する通学制の学科におけ

一..Lる教育の専攻分野と同じであること

.修学按盤置&lJ

-回tIIl'IlI陸軍1[1'.肩書逼E塑・・ 第三十条関係

①印刷教材その他これに穆ずる教材を送付又は指定し、主としてこれらに
より学修させる授業(印刷教材等による授象)と

②対面により行う実習、実技、実践、演習又Iま檎議{対面授業)
との併用により行う。
※①のー却を多様なメディアを禽度に耳目IJ~習した授叢{・ーラーニング等)で行うことも可

専修学後段置&lJ

置富田宮冨富岡E翠置露軍習冨冨冒軍軍aI・ 第三十七条関係

①次の課程の区分に応じ定める単位数以よを修得
高等諜程・一般課程=13単位 x修業年限惜し、23単位を下ることは不可)
専門課程 = 17単位 x修象年限惜し、30単位を下ることは不可)

②120単位時間x修業年限分の授業時数以よの対面授業を履修
※実習寄与を中級とする専修学校教育の特性を路まえ一定以上の対面鏡業を必須

-E副院還吾曹司野原盤彊盟国匝麗罰11111羅説憲司E珂1I署警IiEiI詰置・

通信司自lの学科では、一人の教員が多くの生徒を握
り、校舎に通学する生徒数も少なくなることから、
・教員数の基準 ;通学制の算定式の基準を213倍
-校舎面積の基準:通学制の算定式の基準を3/5倍 とする。

.&.，ま主たる校地の所をする都道府県の区減肉に限る
・サテライト施訟の校地校舎等の状況、教育体制lこつL

・サテライト施設の教育に充てる教員・校舎面積を、教育に支障のないよう増加
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| 専修学校における単位制・通信制の制度化 (その3

単位制の学習モデル (イメージ}
【専門課程、修業年限3年間、総修得単位数90単位】

1年次 i 

学習にウェイト

45単位
(遇に25-30時間ペース)

単位互換の仕組み

2年次 ! 

仕事にウェイト

15単位
10時間ペース)

3年次 l 

残りの単位を取得
30単位

{遇に15-20時間ペース) 。ー
90単位修得

時期によって学習置を
蛮えることにより、学

習と仕事を両立

単位互換

専修学校 )<=二〉
' 官専門課程ì~吾よし範囲 i専修学校において修得し

:疋単位の一部を、大学、

専修学校

総修得単位数の1/2範囲内
通信制の学習モデル〈イメージ〉

ノミミ@与
!高等専門学校、他の専修
l学校等において単位認定

※美容師養成の例
【専門課程、修業年限3年間、総修得単位数51単位】

昼間 : i 夜間等 ! 
自宅等において、

印刷教材等による学習

。ーラーニング

i休日・長期休暇期間 i
学校へのスクーリング
実験・実習・面接指導

通信教育と対面捜
業{実習等}の組み
合わせによる弼率
的な職業教育

| 専修学校における単位制・通信制の導入に伴う文部科学省関係告示の整備について I 

改正のポイント

1.事僻枝が繊細の置俸とみなすことができる掌俸の舗の並大i
多様な形態による学修の成果が専修学校において適切に評価されるよう、専修学校が授業科目の履修とみなすことが

できる学修の範囲に、新たに以下の学修を追加

①高等学校の専攻科における学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの

②短期大学、高等専門学校又は専修学校が付随事業として提供する公開講座その他の学習機会における学修

③職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設(職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校・

職業能力開発短期大学校等)において行われる職業訓練に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当
する水準を有すると認めたもの

2その他閣僚告示の規定の整借i 、、.-・ t

単位制・通信制の導入に伴い、単位修得による学修評価の方法がとられることに応じた関係告示の規定の整備

.専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号に関する規程

・専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められるものに係る基準(大学入学資格)

・大学の編入学に係る専修学校の専門課程の総授業時数

・専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し

大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準(大学院等入学資格)

主血笠昼

学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改r する省令の施行の日(平成24年4月1日)
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専修学校における学校評価ガイドライン
概要

平成19年:学校教育法の改正

自己評価の実施・公表が義務化、学校関係者評価の実施・公表が努力義務化

平成23年1月:

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

答申

※質の改善・充実を図るため専修学校における学校評価ガイドラインの策定を提言。

平成24年5月~平成25年2月:

専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議における審議

専修学校における学校評価ガイドラインの主なポイント

〈目的〉

O学校評価を通じだ組織的・継続的な教育活動等の改善。

0生徒・卒業生、関係業界等の地域のステークホルダーとの連携協力による特色ある

専修学校づくり推進。

〈定義〉

し自己評価 :各学校の教職員が、当該学校の理愈・目標に照らして自らの教育活動について行う評価 1 

1 学校関係者評価:生徒・卒業生、関係業界、専修学校団体・関係団体、中学校・高等学校、保護者・地域住民、 ! 

( 所轄庁等の学校関係者により構成された評価委員会等が自己評価の結果を基本として缶う評価 i 
L第三道到底ー_，;Jき箆tr~当事立νζ第三貴!;:_C;歪穿価基襲警EZ善2~室、 J守e~母Jj害額t9!J立場設.~P..~~平沼.ー・・園田;

〈外部アンケート等の活用〉

0生徒・卒業生、企業等を苅象に行うアンケート等を学校評価の資料等として活用。

※学校関係者評価そのものとは異なることに留意。

〈評価項目・指標等を検討する際の視点となる倒〉

O教育理倉・目的・育成人材像

・学校における臓業教育の特色は伺か、社会のニーズを踏まえた学校の紹来構想を抱いているか等

O教青活動

・関連分野の企業等との連携により、力リキユラムの作成・見直し等が行われているか

・関連分野における実践的な職業教育(産学官連獲によるインターンシッブ、実習等〉が体系的に位置づけられているか

・関連分野における先錨的な知識・按能等を修得するための教職員の研修等が行われているか等

0生徒・学生支援

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか

・関連分野における業界との連鍵1こよる卒業後の再教育プログラム等を行っているか等
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悪事鯵学校の鷺的保証関向上に関する翻意筆研究協力審議識について

1 趣旨

平成 2 4年 4月 5 日

生護学習政策局長決定

平成23年3月にまとめられた「専修学校教育の振興方策等に関する調査研究会議

報告」でl士、教育の質向上に向けた取組とともに、より自由度の高い学校識としての特

性も考慮、し呼つつ、専修学校のガパナンス改善等に向けた評舗と情報公開の取組を促

進すること等の必要性が指摘されている。

また、平成23年 1月の中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育 e職

業教育の在り方についてJでは、質の向上に向けた専修学校の自主的な取組の支壌と

して、教職員の資質向上や、教育活動の評価への取組の促進等が指摘されるととも

に、各学校種を通じた総合的な視野から高等教育における職業教育を充実させるため

の方策等について提言がなされた。

以上の状況等にかんがみ、専修学校制度の自的・役割を踏まえつつ、専修学校固

有の課題等への対誌を図る観点、から、社会の要請に応える専修学校の質の保証・向

上に関する調査珊兜を行い、もって今後の施策立案等に資するものとする。

2 検討課題

専修学校制度の目的・役割を踏まえつつ、専修学校の質保証@向上に向けた以下

のような課題への対応方策等について検討-を行う。

(1) 専修学校の自己評価、学校関係者評価等の改善・充実について

(2) 教職員の資質向上等に関する取組の改善。充実について

(3) 震保証等に係る専修学校設置基準の在り方

(4) その地

3 実施方法

別紙の有識者等の協力を得て、調査研究を行う。なお、必要に応じてその他の関係者

の協力を求めるものとする。
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平成 25年 4月現在

専修学校の貿の保証 e 向上に関する調査研究協力者

青山伸悦 日本商工会議所理事@事務馬長

小方甚幸 東京大学大学院教育学研究科准教捜

)11越宏樹 学校法人宮崎総合学院理事

。黒田欝二 金沢工業大学学園長@総

強敬称略、五十音順

鹿長:(窃高IJ座長 :0

小林光綾 学校法人敬心学園理事長、臼本兇重量教育専門学校校長、全国専修

学校各種学校総連合会会長

小松郁夫 常葉大学教職大学院教授

。今野雅格 政策研究大学院大学教按

清水信一 武蔵野東技能高等専修学校校長、全国高等専修学校協会会長

関口正雄 NPO私立専門学校等評緬研究機構理事、東京スポ}ツ・レクリエ

ーリヨン専門学校

帯間接紀 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授

中村 撒 学校法人中村学調理事長、公益社団法人静岡県職業教育振興会会

長

槌口英雄 麗耀義塾大学高学部長@萌学噺究科書委員長

前回早苗 千葉大学普遍教育センター教授

吉本馨 大阪府府民文化部私学。大学課長

吉本圭一 九州大学人間環境学研究院副研究院長@主幹教授 ω 教育学部長

[計 15名]
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{審議の経過}

。第7圏平成25年3月2島田(木〉【 10時00分-12時00分}

( 1 )当面の検討課題(案)

( 2 )専修学校専門課程における職業実践的な教育に特化した枠組みに係る検討について(案) について審議

(3) その地

。 第8@1 平成25年4月26日(金) [1 0時00分--12時00分}

( 1 )専修学校専門課程における職業実践的な教育に特化した枠組みに係る検討(論点メモ)について審議

(2)各国における高等職業教育機関の設置認可@認証評価の動向

一韓・独@米の認可手続きと教員資格を中心にーについて寺田委員から櫛発表

( 3)専修学校専門課程を基礎として職業実践的な教育に特化した枠組みに向け

一職業実務卓越型の教員と教育組織ーについて吉本委員から御発表

(4 )その他

。}第9国平成25年5舟 27臨(舟) [1 0時0合分-12時00分}

( 1 )専門学校における職業実践的な教育に特化した枠組みについて(骨子案)について審議

( 2 ) r職業実践専門課穫(仮称).Jの文部科学大臣認定について(案)について審議

( 3 )その他

。鱒 10鴎平成25年 7舟 12 13 (金) [1 4時30分-1母時30分}

( 1 ) r職業実践専門課程(仮称)Jの創設について

~職業実践的な教育に特化した枠組みの趣旨をいかした先導的試行，，-，(報告)(案)について審議

(幻その他
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平成 25年 7月 10日

犠討における主主主意毘〈議室)

仁議璽霊童瞳E盆立過騨亙コ

。日本の高等教育i士、戦前では学術と職業教育が分かれていたが、戦後、閤
立大学が統合したときに、職業教育が高等教育から外れたような格好で社会
的な評価をされるようになった。

高等教育における職業教育はどのようにあるべきか、きちんと社会に受け
入れられる体制をつくっていくことが必要。

。大学、専門学校が養成施設として指定され、学校教育に関保なく国家資格
が取得できる傾向が強くなっている。職業の資格枠組みと学校教育と
ルの対比をつくり、国家資格と学校教育とが連動する社組みづくりが必要。
そのような仕組みがないと、職業教育の資格と学校教育との相互乗り入れは

きてこない。

。諸外閣の高等教育段階の職業教育に係る制度を見ると、多くの閣では高等
教育の単独法があり、高等教育法制の中に職業教育を位置づけている。我が
国の場合は学校教育法に高等教育が位置づけられているが、職業教育をどの
ように位置づけていくのか。

。専門学校の中で「職業実践専門課程(振称)Jを認定することはよいが、
大学、短期大学、高等専門学校における職業教育の機能はどのように見る
かという議論をしていかないと、高等教育における職業教育の充実のための
議論は専修学校専門課韓中の狭い範囲での議論となってしまい、学術的な教
育と職業的な教育の対等な評価という議論にたどり着かないのではないか。

学術に基づく教育と職業に基づく教育が相互に発展していくためにも、我
が圏の職業教育体茶というものを是非確立して欲しい。

盤襲撃襲撃百鑑三重配

。高等教育段階における f職業実践的な教育に特化した枠組み」を実現する
ためには、大学、短大、専門学校それぞれの学校種から検討を進めることも
方法の一つ。専門学校に相当のレベルのところで一つの底切りをつく号、そ

らの振興を図ることで次の験階につながればよいと忠弘

。i職業実践的な教育に特化した枠組みjの実現に向けた第 1ステップとし
て、学術的な教育の機能と対峠する実践的な職業教育機能に着留し、専修学
校専門課種の中から職業実践的な教育に特化した取組を行う好事例を「職業
実践専門課程(彼称)Jとして閣が審査、認定する仕組みを試行してはどう
か。
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。r職業実践専門課程(仮称)Jは、専門学校の質の保証や、国際通用性を
どのように担保するのかということに応えていくための第一段階となること
を期待。

0 日本の学校制度は入り口には非常に関心があるが、出口と接続の問題に非
常に弱い部分がある。その点、専修学校は他の学校種以上に出口の職業のニ
ーズを敏感に感じ取って柔軟に対応できるシステムをつくることが必要。

0 積極的に新しいタイプの学校やカリキュラムを考えることを通して、新し
い成長分野で、新しい能力を持った人材を育成し、その仕組みがきちんと保
証されていけば、学校や教員が社会を引っ張っていける存在になると思う。

0 企業・業界団体等との連携による教育課程の編成、演習・実習等の実施、

教員研修、学校関係者評価などの活動がバラバラで行われるのではなく、こ

れらの一連の活動を通じ、実践的な職業教育の質保証・向上につながるもの

となることが重要。

0 学校評価ガイドラインで示された連携の視点(r専修学校の質保証・向上
に資する取組の実態に関する調査研究事業j調査項目から抽出される専門学
校と業界との連携の視点(イメ}ジ))を参考に、産業界等との具体的な連
携イメージを持てるのではないか。学校関係者評価委員会で、専門学校全体
が何かしらの視点で産業界等との連携に関する工夫を示すことが可能であ
り、それ自体が専門学校の水準を向上することになると考える。

0 分野別で、国家資格を取得するような学校は既に実習等が組み込まれてい
る。一方で、実習等が実施されていないところがある。既に実習等が組み込
まれているのであれば、少しハードルを上げる意味で、分野を超えた対応があ
ってもよいのではないか。

o r職業実践専門課程(仮称)Jの基準として示されている演習・実習等の
基準は、現時点では、ほとんどの学校が対応できていない。今回の基準は、
学修成果の評価まで踏み込んだ演習・実習等の質を一層高めるための高いハ
ードルとなるめではないか。

0 次の段階で教員資格、教員組織について検討する際には、審査において専
門家グ、ループによる評価を行うことを検討する必要があるのではないか。そ
の際、分野特性を踏まえた中立的な代表者が入る形での専門委員会などを構
成し、実務での経験等が評価できる機関などが必要ではないか。

教育課程の編成|

o r職業実践専門課程(仮称)Jにおいてどのような人材を育成するのか。
その人材が産業界とマッチするようにしなければいけない。マッチングを図
るためには、教育内容、カリキュラムづくりを、業界の人が参画した外部的
組織の中でつくり上げていくことが必要。
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。職業実践型の教育に特化した専門課額i立、企業等に理解はされるだろうが、
「職業実践専門課寝(仮称)Jから輩出される人材橡は、わかりやすいイメ

ージをつくっていかないと、なかなか地域の理解を持られないのではないか。
平成23年 1月の中央教育審議会の答申で指摘されているように、成長戦

略の中で、は人材育成が急務であり、新成長産業の中で試行錯誤しながら対応
していくものと考

「職業実践専門課程(仮称)Jが地域の理解を得られるよう、例えば、教育

課程の編成において、企業@業界団体の視点に加えて、地方自治体の視点と

して、地域の産業構造を踏まえた産業糠興のピジョンなどの視点も入れなが

ら、カリキュラムを開発、改善していくというメッセージが必要ではないか。

また、教員として企業OBが参画できる仕組みを構築していくとよい。

仁翠童仁ヨ護璽コ

。職業実践的な教育としてカリキュラムが一つのポイントになる。職業実践
的な授業の割合 (4""-'5割)が提案されているが、アメリカ@ドイツのよう
に職業の実務を重視する閣では、そのような授業の割合を求めていない。そ
もそも職業科留は「講義Jと「実習j との連動型授業がほとんど。我が国の
職業実践的な授業とほどのようなものか、イメージをiまっきりさせた方がよ
し10

。専修学校は既に職業実践的であり、あえてやるとすれば、専修学校を含め
た日本の職業教育の課題として、企業研修、インターンシッブ、企業実習
組織的に行うことが挙げられる。メカニズムとじて日本の職業教育はこれら
を欠いているので、これを導入することが職業教育のカリキュラム、就職、
学生の職業観育成などでプラスとなる。

。実習等は分野によって全く状況が異なる。商業、工業などの分野による違
いも踏まえ、きめ細かな対策を考えた制度にしていただきたい。

。商業業務分野の簿記の専門学校の中では、在学しながら企業で 3"-'4ヶ月
実際に働く閥、学校の担能と企業の上司とが評価をしながら実機に働いて給
料も支給されるものもある。このような企業との連携による実習において、
企業側が学生に要求することを把握すること、企業と学校の相互の評価を行
うことも可能。

仁霊童重重三盤盈盤整

(教員資格関保)。職業教育の定義として、①職業のための教育(目的・闘機}、②職業によ
る教育(教育方法と教育組織)、@職業の教育(教育統制と主体としての職
業〉が適切位行われるかどうか。職業による教育の中で職業を通じて教育す
る教員をどのように捉えるか。
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。高等教育のマス化、ユニバーサル化が進み、様々な教育形態が重領される
中で、職業世界とのレルパンスを強化したようなタイプの教員が配置されて
いる。 r職業実践専門課程(仮称)Jの教員は、職業実務卓越型の教員の一
つのそヂルになるのではないか。

。教員については、学術研究卓越性、職業実務卓越性、教育資賞、マネジメ
ント能力という 4構造で考えるのが適切と考える。
教員の職業の実務卓越性に関する諸外国の資格として、英国の継続教育カ

レッジには高等職業教育教員があり、オー只トラリアの技術継続教育機関 (T
AFE)で、はず、ュア/レプロブエツションとして修士、博士というヂィグリー
プログラムではなく、職業教育のための履修証明プログラムレベルのものが
提供されている。

実務卓越性型の教員i士、単に学歴の高度化ではなく、基本的には一定の職
業実務経験を求めるなど、イ可らかの形で高等職業、教育のための教員資格の設
定が可能、ではないか。

(教員組織関係)
0 特定の個人が全ての機能を担うというよりも、多様な資質を持つ教員によ

る教育組織の質の保証ということを考えていくべき。最先端の教育を担う業
務家としての兼佐教員。の機能やその活用規模が大きい分野がある。例えば、
デザイ:ヘ臣療@保健などの分野で、は、兼任教員の機能やその活用規模が大
きし特に先端的金実務卓越性を求めるという場合、これらの教員組織を積
極的に評価すべき。ただし、分野による差異もあるため、数値の一律基準に
はなじまないかもしれない。

。教員に求められる資質は、専修学校団体から①専門の能力、②授業力、③
学生指導力、(おカリキュラム作成能力が挙げられている。

それを評価するために、教員組織としては、本校では教務推進本部を設け、
①研究授業、②授業参観、③学生アンケートなどを実摘し、常時定期的に各
学校を諮問しながら、授業全体の標準化を図っている。教員の評，価は非常勤
も同様に行う。このように日常的な評価が大事。

(教員資格。教員組織の課輝)。教員資格、教員組織については、地域の特性、職業分野の特性によって大
きく異なる。賄業実務分野の専門学校では100悦専任教員が、学生の卒業
時まで教えている。一方で、医蝶関係は担佐の専任教員がクラス運営を行い、
専門の授業は病院等の産者などの多くの兼経教員が教える分野もあり、教員
の質の担保については、いろいろな方法が考えられる。このため、非常に
様なものであるということを踏まえて評価していただきたい。

。専門学校の場合は、授業力が重要。修士、博士を持っているから授業がう
まいという保証はなく、その能力を~すものとしては、将来的に、職業単彼
制度が整輔され、このレベルは博士、静士というものに合致するものがあれ
ばよいのではないか。
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教員研修

O 専門学校の場合、修士以上、かつ、 5年以上の職務経験がある者は 6%。
全体として4割近くが学外での一定の職業経験を有している。また、教員の
研修の機会、あるいは、上級資格や資格更新の制度など、教員の資質向上に
係る制度的仕組みが全ての教員をカバーしているとはいえない。

0 教員研修の在り方について、理論的知識や、最先端の専門的な知識・技術・
技能を修得する適切な研修制度もあるが、必ずしもうまくいっていない。学
校経営などに関する研修機会も弱く、研修をどのようにしていくかが課題。

0 いくつかの国で、教員の指導力に関し、教員資格として履修証明プログラム
型の短期養成プログラムを持っている。それを日本でやるのか、あるいは、
大学のように FD(ファカルティ・ディベロプメント)を義務づけるのか。教
員の指導力については、分野ごとの固有のアプローチをとればよいと思う。

教員になるための教員講習会を持っているものと、そうでない課程もある
ので、教員の研修も一律のものを求めるのは難しいところ。

0 教員資格・教員組織は、次の段階で具体化するとしても、教員研修のポイ
ントに、教員の指導力、組織としてのマネジメント力としての「教員の資質
の向上」、 「能力開発」という観点が必要。職業実践的な教育とは、急速に
変化する経済社会のイノベーションに対応するもの。そのような観点から、
教員の能力開発の必要性を指摘したものになっていると認識。

0 教員は、教育をする者として、常にマネジメントを含めた能力開発が必要
であることについて指摘すべき。

0 教員研修機能として、 (一般財団法人)職業教育・キャリア教育財団にお
いて、常に教員がキャリアアップできる研修、教員として就職する際に受け
る研修の仕組みが必要。

|その他(他の高等教育機関等との接続、名称等)I 

O ここでの議論は非常に重要で、発展していくとよいが、他の学校種との接
続を考えたときに、どのような接続が大学との関係で考えられるのか、大学
とは何であり、今回検討する課程は何なのかということついて、はっきりさ
せることが必要。また、国際的通用性というのは何かということをしっかり
考えておく必要がある。

o r専門士J r高度専門士」の国際通用生を高めることが必要。

0 専門士、高度専門士が圏内しか通用しない現状に対し、実践的な職業教育
の国際的通用性をどのように確立していくのか、次の段階で議論すべき。

o ASEAN諸国が職業教育においてグローパル連携を図っている中で、日
本の職業教育は国際的にも評価を高く受けていることを踏まえ、アジアにお
ける職業教育の拠点、となることを位置づけて欲しい。
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0 専修学校は必ずしも社会的認知を十分に受けてないので、国民にきちんと
認識されるように名称をしっかりと位置づけることが必要。

0 専門学校は、高校生等の進路として実績があるのに、高校の進路指導上、
専門学校の情報が極めて少なく、認知度が低い。高校生等に分かりやすい形
でアピールすることが必要。

0 社会的認知を高めるためには情報公開が大事。社会的に信頼を得るため専
門学校の財務情報(事業報告書、財務諸表等)等の情報も企業等へ提供すべ
き。

0 新たな枠組みがどのようなものか、複線型の試行であることが分かるよう
に表現すべき。

O 日本の職業教育が低く見られている。国際的にはプロフェッショナルライ
ン、アカデミックラインの方向でオーソライズされている。現在はディプロ
マで、あるが、 「職業実践専門課程(仮称)Jを通じて次の段階に持って行け
るようにしたい。国際社会にキャッチアップしていくことが必要。
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